
公益社団法人福岡県青少年育成県民会議



青少年育成県民会議は

こんな活動をしています。

少年の主張福岡県大会
（９月）

中学生が自分の意見や夢を発表する大会です。
審査委員会の審査を経て、選考された１５名程度の
中学生が福岡県大会で発表します。
福岡県大会は、市町村民会議の協力により、県内

各地を持ち回りで開催しています。

☆ 令和４年度 福岡県知事賞受賞者
飯塚市立飯塚鎮西中学校３年 宮城 ひかりさん

青少年囲碁大会
（８月）

囲碁を通じて青少年の考え方と礼節の心を育て、国
際的視野を持った「たくましい青少年の育成」を目的
に実施しています。
大会成績優秀者は、「福岡県江蘇省青少年囲碁交流

大会」が開催される際には派遣候補の対象となります。



野外学習
（７月～８月）

～ 異年齢交流で育て！青少年育成キャンプ ～
小学５・６年生と中学生を対象に、４泊５日の野外学習

を行っています。子どもたちが自然のなかで様々なことを
体験し、異年齢での共同生活を通して社会性を身に付け、
元気で明るい子に成長しています。５月に参加申し込みを
受け付けています。
また、野外活動中の「ネット・ゲーム依存」防止学習会

は好評です。

青少年体験学習活動ボ
ンティア養成事業

（６月）

高校生、専門学校生、大学生等を対象とした青年
ボランティア登録認定者が各種事業のボランティア
活動を通じて、社会活動に対する自らのスキルアッ
プを目指す事業。そのための研修を毎年１回開催し
ています。



乳幼児教育研修会
（２月）

子どもの成長において乳幼児期は、とても大切な時期です。この乳幼児期の子
育てについて考えていただくとともに、地域で実践されている親子教室を支援する
目的で実施しています。

市町村で親子教室を企画指導する指導者、市町村職員、市町村民会議、保育士、
幼稚園教諭、保健師、乳幼児期の子育て中の保護者、妊産婦、ボランティアなどに参
加を呼びかけています。

青少年育成市町村民会議等合同研修会

青少年育成市町村民会議、青少年育成運動推進指導員・青少年育成指導者等
の指導力向上を図るため、情報交換、青少年の健全育成や青少年問題につい
て考える研修会を実施しています。



～ ありがとう 感謝の心を 伝えよう ～

家庭の日
オアシス運動

毎月第３日曜は「家庭の日」。 「家庭の日」「オアシ
ス運動」が地域に広く普及するよう、８月から９月にかけ
て、小・中・高校・特別支援学校生を対象にポスター、作
文を募集しています。
優秀作品は、表彰するとともに、県庁ロビー・アクロス

福岡等で展示します。

作文・ポスター
最優秀作品

アクロス福岡

健全な家庭づくり推進事業

◇ 親子教室事業
新婚夫婦、妊産婦、乳幼児期の子どもを持つ保護者等を対象とした、

子育ての在り方や進め方等に関する親子教室を実施する市町村民会議や
市町村を支援しています。

◇ よりよい親子関係講座事業
保護者や地域の人々等を対象として、家庭や地域における親の役割、

親子関係のあり方等の講座等を開催する市町村民会議を支援しています。

県庁ロビー



青少年健全育成運動啓発事業

青少年の状況や青少年健全育成に対する県民への理解を広め、県民の参画と
協働による青少年の非行防止や育成環境の浄化等の取り組みを推進するため、
様々な広報、啓発活動を行っています。

◇ 広報紙「若いなかま」の発行
・ 内容

事業活動報告、特集記事、地域の話題、
青少年団体の紹介、大会、講演等の記録等

・ 発行回数 年３回（７月１５日、１１月１５日、３月１５日）
・ 発行部数 各６，０００部

◇ ホームページによる情報提供
◇ 啓発資料の発行（少年の主張作文集、野外学習報告書など）
◇ 啓発グッズの配布

青少年関係団体等支援事業

青少年の健全育成を展開していくために地域の活動主体である市町村民会議、
地区協議会及び福岡県青少年育成アドバイザー連絡協議会が行う活動を支援し
ています。

◇ 青少年育成市町村民会議への助成
市町村民会議が行う青少年の健全育成に向けた様々な活動に対して、その

活動費の一部を助成しています。
◇ 地区協議会への助成

市町村民会議で構成される地区協議会の地域の実態に応じた青少年健全育
成活動に対して、その活動費の一部を助成しています。

◇ 福岡県青少年団体等の顕彰
青少年の健全育成に関し、優れた活動等を行っている青少年団体・グルー

プ、少年及び指導者並びにその他の個人又は団体を顕彰し、これらの活動等
を奨励し、広く一般に紹介することにより、その活動を促進しています。



体験活動推進事業

～ 折り紙ヒコーキ大会 ～
折り紙ヒコーキは、子どもたちがＡ４サイズの紙を折り、

飛行距離、飛行時間を競うことを通じて、自ら創意工夫し、
自分の成長を実感できる活動です。
折り紙ヒコーキを県内各地の多様な子どもの居場所に広

げるため、県大会を実施します。

～ 世界の仲間とボランティアワークチャレンジ ～
日本国内で開催される国際ワークキャンプ（合宿型

ボランティア活動）に県内の高校生を派遣し、非日常
の環境下で、外国人参加者や地域の人々と課題解決に
向けて意見を交わしながら働くことを通じて社会を生
き抜く力を育成します。

～ 未来をつくる高校生チャレンジ ～
高校生（個人・グループ）に対し、専門家のアドバ
イスや資金援助を行うことで、自分の可能性に気づ
き、能力を磨き、様々な分野で才能を生かしながら
大きく羽ばたくことができるよう、専門家によるア
ドバイスや資金援助を行います。



体験活動支援事業

～ 市町村体験活動支援事業補助金 ～
様々な体験や交流を通じて、青少年の「生き抜く力」を育成するため、市町村

が市町村民会議や自治会等、多様な主体とともに連携して行う体験活動支援事業
に対して、事業費の一部を助成します。
また、市町村で実施する体験活動の推進体制構築のため、市町村の依頼により

NPO法人等の専門的な知識を有する者をコーディネーターとして派遣します。
派遣されたコーディネーターは、体験活動プログラムの企画や事業の進捗管理、
多様な主体（自治会、企業等）と市町村のマッチング・連携促進などにより、市
町村の事業実施を支援します。

～ 「未来子どもチャレンジ応援事業者」登録制度 ～
子どもたちに様々な体験・交流の機会を提供するため、福岡県内の企業等

が行う体験活動の情報を収集し、応援事業者として登録及び広く紹介します。

（体験活動の例）
・子どもたちを職業体験、インターンシップとして受け入れる。
・親子で触れ合うことができる体験活動やイベントを実施する。
・社員をキャリア教育等の講師として派遣する。



青少年育成県民会議とは

青少年自らが、次代を担う誇りと責任を自覚し、未来を切り拓き、希望に
満ちて生きるように

・ すべての大人が姿勢を正し、青少年に深い関心と理解をもち、積極的
に青少年の育成に努めるように、

・ 県の青少年政策が一層の効果を挙げるよう、相互の連携を図り、総合
的、計画的な活動ができるように、

これらを目的とし、効果のある県民運動を展開するため昭和４１年１２月
に設立しました。
平成２５年４月１日から「公益社団法人福岡県青少年育成県民会議」とし

て、市町村民会議等と連携して、青少年健全育成運動の推進に努めています。
平成２８年には県民会議設立５０周年を迎えました。新たな決意のもと、

これからも運動を推進してまいります。

次代を担う青少年の健全育成を図るため、県民会議では、少年の主張大会、
野外学習や「未来子どもチャレンジ応援プロジェクト」など様々な活動を実施
しています。県民会議の活動にご賛同いただく賛助会員の募集をしています。

連絡をお待ちしています。電話０９２－６４３－６００１

賛助会員の年会費

個人 １口１干円以上

法人又は団体 １口１５千円以上

特別賛助会員 １ロ５万円以上

納入いただく方法

年会費は、(公社)福岡県青少年育成県民会議の次

のいずれかの口座に納入していただくか、直接県民

会議事務局にご持参ください。

西日本シティ銀行千代町支店 (晋通預金)3053033

福岡銀行県庁内支店 (普通預金)526475

筑邦銀行福岡支店 (晋通預金)1597091

福岡中央銀行本店 (蕃通預金)1030569

ゆうちょ銀行 郵便払込口座01700-5-4057

公益社団法人福岡県青少年育成県民会議
〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町13-50福岡県吉塚合同庁舎５階

TELO92-643-6001 FAX.092-643-6003
E-mail:net.y.d@isis.ocn.ne.jp
ホームページアドレス:http://www.fayd.jp/

賛助会員入会のお願い



公益社団法人福岡県青少年育成県民会議の主旨に賛同し、

令和　　　年　　　 月　　　 日

　公益社団法人福岡県青少年育成県民会議会長　　　殿

法人（または団体）名

氏　　名　（個　人） ㊞

　　口　　　数 口 （ 円　）

　ふ  り  が  な

 法人（団体）名

 代 表 者 名

 氏  名 （個 人）

  住　　　　　所

　
　〒 －

 （ 所  在  地 ）

電話・ＦＡＸ番号 （　　　　　　）

 紹　　介　　者

 　摘　　　 　要

※入会申込はFAXでも受け付けています

(公社)福岡県青少年育成県民会議　(FAX) ０９２－６４３－６００３

公益社団法人福岡県青少年 育成 県民 会議

賛 助 会 員 入 会 申 込 書

（　　法人または団体　　・　　個　人　　・　　特　別　　）賛助会員として入会を
申し込みます。


